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１【提出理由】

当社は、平成27年７月28日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、当社の連結子会社であるコベ

ルコ建機(株)（以下、「コベルコ建機」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」とい

う。）を行なうことを決議し、同日付で株式交換契約を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定に基づいて提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株式交換の相手会社についての事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

　商号 コベルコ建機株式会社

　本店の所在地 広島県広島市佐伯区五日市港二丁目２番１号

　代表者の氏名 代表取締役社長　藤岡　純

　資本金の額 16,000百万円（平成27年３月31日現在）

　純資産の額 38,424百万円（平成27年３月31日現在）

　総資産の額 159,870百万円（平成27年３月31日現在）

　事業の内容 建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサービス

 

②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）

　決算期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期

　売上高 137,618 153,129 174,133

　営業損益 △2,474 4,800 6,950

　経常損益 △456 7,775 7,712

　当期純損益 △5,190 10,028 10,847

 

③大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

（平成27年３月31日現在）

大株主の氏名又は名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(％)

　株式会社神戸製鋼所 96.00

　神鋼商事株式会社 4.00

 

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係
当社はコベルコ建機の株式307,200,000株（持株数の割合96.00％）を保有し

ております。

人的関係
当社の執行役員１名がコベルコ建機の取締役を、また従業員２名がコベルコ

建機の監査役をそれぞれ兼任しております。

取引関係 コベルコ建機は当社より鋼材等を購入しております。

 

(2）当該株式交換の目的

当社はコベルコ建機を本株式交換により完全子会社とすることにより、世界に拡大する当社グループの建設機械

事業における意思決定の迅速化、経営管理の効率化を一層強化し、より機動的且つ効率的なグループ経営を推進す

ることを目的としております。
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(3）当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

①株式交換の方法

平成27年７月28日に締結した株式交換契約に基づき、平成27年10月１日を株式交換の効力発生日として、当社

を株式交換完全親会社、コベルコ建機を株式交換完全子会社とする株式交換であります。本株式交換は、当社に

ついては会社法第796条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、コベルコ建機については会社法第784

条第１項の規定に基づく略式株式交換の手続により、株主総会の承認を受けずに行なう予定です。

 

②株式交換に係る割当ての内容

コベルコ建機株式１株に対して、当社株式0.94株を割当て交付します。ただし、当社が保有するコベルコ建機

株式307,200,000株については、本株式交換による株式の割当ては行ないません。また、交付する当社株式に

は、当社が保有する自己株式（平成27年６月30日現在　5,073,591株）と別途9,000,000株を上限とする当社普通

株式の取得（以下「本自己株式取得」といいます。）において取得する自己株式を充当する予定であり、新株式

の発行は行なわない予定です。なお、本自己株式取得に関する詳細については、本日別途公表しております「自

己株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

 

③その他の株式交換契約の内容

当社がコベルコ建機との間で平成27年７月28日に締結した株式交換契約の内容は、以下の通りです。

 

株式交換契約書

 

株式会社神戸製鋼所（以下「甲」という。）とコベルコ建機株式会社（以下「乙」という。）とは、以下のとおり株

式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。

 

第１条　（株式交換）

甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を乙の株式交換完全親会社、乙を甲の株式交換完全子会社とする株式交

換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は乙の発行済株式（但し、甲が保有する乙の株式を除く。以下同

じ。）の全部を取得する。

 

第２条　（株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所）

甲及び乙の商号及び住所は、それぞれ次のとおりである。

(1) 甲（株式交換完全親会社）

商号:株式会社神戸製鋼所

住所:神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２番４号

(2) 乙（株式交換完全子会社）

商号:コベルコ建機株式会社

住所:広島県広島市佐伯区五日市港二丁目２番１号

 

第３条　（株式交換に際して交付する株式及びその割当て）

1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下

「基準時」という。）の乙の各株主（但し、甲を除く。以下同じ。）に対して、乙の普通株式に代わり、そ

の所有する乙の普通株式の合計数に0.94を乗じた数の、甲が保有する甲の普通株式を交付する。

2. 甲は、本株式交換に際して、基準時における乙の株主に対して、その所有する乙の普通株式１株につき、甲

の普通株式0.94株の割合をもって割り当てる。

3. 前二項に従い甲が割当交付しなければならない甲の普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、甲

は、会社法第234条の規定に従い処理する。

 

第４条　（株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項）

本株式交換に際して、甲の資本金及び準備金の額は変動しない。

 

第５条　（効力発生日）

本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2015年10月１日とする。但し、本株式

交換に係る手続進行上の必要性その他の事由により必要があるときには、甲乙協議し合意の上、これを変更する

ことができる。
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第６条　（株式交換契約承認株主総会）

1. 甲は、会社法第796条第２項本文の規定により、本契約について会社法第795条第１項に定める株主総会の承

認を受けずに本株式交換を行う。但し、会社法第796条第３項の規定により、本契約について甲の株主総会に

よる承認が必要となった場合、甲は効力発生日の前日までに、本契約について株主総会の承認を受けるもの

とする。

2. 乙は、会社法第784条第１項本文の規定により、本契約について同法第783条第１項に定める株主総会の決議

による承認を受けずに本株式交換を行う。

 

第７条　（会社財産の管理等）

甲及び乙は、本契約締結後効力発生日まで、それぞれ善良なる管理者としての注意をもってその業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、本契約に別段の定めがある場合を除き、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼ

す行為を行おうとするときには、予め甲乙協議し合意の上、これを行う。

 

第８条　（株式交換条件の変更及び株式交換の中止）

本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産若しく

は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場

合その他本契約の目的の達成が著しく困難となった場合、甲及び乙は、協議の上、本株式交換の条件その他本契

約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

 

第９条　（本契約の効力）

本契約は、効力発生日の前日までに、第６条に定める甲の株主総会における承認（但し、会社法第796条第３項

の規定に従い本契約について甲の株主総会による承認が必要となった場合に限る。）が得られなかったとき、本

株式交換に必要となる法令に定める関係官庁等の承認が得られなかったとき、又は前条に従い本契約が解除され

たときは、その効力を失う。

 

第10条　（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本契約に定めがない事項、その他本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨

に従い甲乙協議の上、これを定める。

 

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

 

2015年７月28日

 

神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２番４号

甲  株式会社神戸製鋼所

代表取締役社長　川崎　博也

 

広島県広島市佐伯区五日市港二丁目２番１号

乙  コベルコ建機株式会社

代表取締役社長　藤岡　純
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(4）株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、公平性・妥当性を確保するため、当社とコベルコ建機は両社から独

立した第三者機関であるプライスウォーターハウスクーパース株式会社に当社及びコベルコ建機の株式価値の算定

を依頼しました。同第三者機関は、上場会社である当社の株式価値については市場株価法、非上場会社であるコベ

ルコ建機の株式価値については類似会社比準法並びにディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法によりそれぞれ

算定しました。当社及びコベルコ建機はその両算定結果を参考に、総合的に勘案して、両社間において協議のう

え、株式交換比率を決定いたしました。

なお、株式交換比率については、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間で協議のう

え、変更することがあります。

 

(5）当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

　商号 株式会社神戸製鋼所

　本店の所在地 神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２番４号

　代表者の氏名 代表取締役社長　川崎　博也

　資本金の額 250,930百万円

　純資産の額 現時点では確定しておりません。

　総資産の額 現時点では確定しておりません。

　事業の内容 鉄鋼、溶接、アルミ・銅、機械、エンジニアリング等の事業

 

以　上
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